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会 議 次 第

１ 開会

２ 会長、副会長選出

３ あいさつ

４ 報告

令和４年度（2022年度）公衆浴場経営実態調査結果について

５ 協議

公衆浴場入浴料金に係る審議について

６ その他

７ 閉会

【配付資料】

○ 資料１ 令和４年度（2022年度）公衆浴場経営実態調査結果

○ 資料２ Ａ重油価格表

○ 資料３ 全国公衆浴場入浴料金統制額一覧表及び北海道入浴料金の推移

○ 資料４ 令和元年度答申書の写し
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公衆浴場経営実態調査結果
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公衆浴場経営実態調査について

物価統制令に基づく入浴料金を決定するため、道内のすべての公衆浴場を対象とした

調査である「公衆浴場基本調査」を基に、全道の代表的な施設を抽出し、公衆浴場の経

営実態（収入、人件費や燃料費などの支出）を調査する。

※ 公衆浴場基本調査では、調査年の２年前のデータとなるが、経営実態調査では、

１年前～直近のデータを得ることが可能。

◎ 実施時期

５月～６月初旬

◎ 実施方法

帳簿等の確認 ：調査期間中、道（市）職員が調査対象施設に赴き、収入及び支出の

帳簿書類を確認

客数のカウント：調査対象施設の経営者等が調査期間中の１週間の客数をカウントし、

道へ報告

◎ 収入及び支出の帳簿書類の概要

調査経費科目 基 礎 と な る 主 な 関 係 帳 簿 等

第 １ 次 的 な も の 第 ２ 次 的 な も の

収 入 現金出納帳・決算書・仕入帳

人 件 費 決 算 書 支払明細帳

用 水 費 支払明細帳 領収証書

燃 料 費 仕 入 帳 支払明細帳・領収証書

光 熱 費 支払明細帳 領収証書

消 耗 品 費 〃 〃

修 繕 料 〃 〃

賃 借 料 契 約 書 支払明細帳・領収証書

備 品 費 支払明細帳 領収証書

火災保険料等 保険証書 〃

旅費及び交通費 支払明細帳 決算書・領収証書

会費及び交際費 〃 〃

減 価 償 却 費 固定資産台帳 決 算 書

公 租 公 課 納入通知書 領収証書

支 払 利 子 契 約 書 融資返済明細帳・領収証書

その他の諸経費 支払明細帳 決算書・領収証書

資料１
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資料１
令和４年度（2022年度）公衆浴場経営実態調査の概要

１ 客数のカウント

調査日：令和４年５月２２日（日）から５月２８日（土）まで

２ 調査施設の選定

令和３年度公衆浴場基本調査結果から、次の①から④までのすべての条件に該当する施設を対象施設とした。

選定条件

① 入浴料金収入が８００万円以上２，４００万円未満のもの。

② 所得税の申告が青色によるもの。

③ 使用水が上水道又は上水道・井水の併用であるもの。

④ 年間を通じて営業したもの。

３ 調査対象（実施）施設

上記選定条件を満たす４３施設のうち、調査協力を得られた１９施設について調査を実施した。

（ 単 位 ： 施 設 ）

地 域 区 分 調 査 対 象 （ 実 施 ） 施 設 数 摘 要
収 入 区 分 道 南 道 央 道 北 道 東 計

8 0 0 ～ 9 0 0 ８ （ ４ ） １ （ ０ ） ２ （ １ ） １ １ （ ５ ）
9 0 0 ～ 1 , 0 0 0 ３ （ ２ ） １ （ １ ） １ （ ０ ） ５ （ ３ ）

1 , 0 0 0 ～ 1 , 1 0 0 １ （ ０ ） ４ （ ２ ） ２ （ １ ） ７ （ ３ ）
1 , 1 0 0 ～ 1 , 2 0 0 １ （ ０ ） １ （ １ ） ２ （ １ ）
1 , 2 0 0 ～ 1 , 3 0 0 １ （ １ ） １ （ １ ）
1 , 3 0 0 ～ 1 , 4 0 0 １ （ １ ） １ （ １ ）
1 , 4 0 0 ～ 1 , 5 0 0 ２ （ ０ ） ２ （ ０ ）
1 , 5 0 0 ～ 1 , 6 0 0 ３ （ １ ） １ （ ０ ） ４ （ １ ）
1 , 6 0 0 ～ 1 , 7 0 0 ２ （ １ ） ２ （ １ ）
1 , 7 0 0 ～ 1 , 8 0 0 １ （ １ ） １ （ １ ）
1 , 8 0 0 ～ 1 , 9 0 0 １ （ ０ ） １ （ ０ ） １ （ １ ） ３ （ １ ）
1 , 9 0 0 ～ 2 , 0 0 0
2 , 0 0 0 ～ 2 , 1 0 0 ３ （ ０ ） ３ （ ０ ）
2 , 1 0 0 ～ 2 , 2 0 0
2 , 2 0 0 ～ 2 , 3 0 0
2 , 3 0 0 ～ 2 , 4 0 0 １ （ １ ） １ （ １ ）

計 ３ （ １ ） ２ ７ （ １ １ ） ５ （ ２ ） ８ （ ５ ） ４ ３ （ １ ９ ）

（収入区分単位：万円）

※ 道南：渡島、檜山

道央：石狩、後志、空知、胆振、日高

道北：上川、留萌、宗谷

道東：オホーツク、十勝、釧路、根室



（単位：円）

審 議 会 実 態 調 査

基 準 額 （書面調査）

R1.7 今回

（Ａ） （Ｂ） （Ｂ－Ａ）

１日平均 営業 入浴

入浴客数 日数 料金

収 大人 89.6 26 450

中人 2.0 26 140

小人 1.3 26 70

計 92.9

大人料金換算入浴客数 人

大人 89.9 26 450

中人 1.0 26 140

益 小人 0.7 26 70

計 91.6

大人料金換算入浴客数 人

事 業 主 389,598 389,598 0

従 業 員 211,739 217,734 5,995

上水道料 9,489 9,340 -149

営 下水道料 7,205 7,885 680

82,621 102,139 19,518

業 18,029 24,622 6,593

21,614 20,902 -712

10,310 13,431 3,121

4,294 8,511 4,217

費 7,025 12,478 5,453

825 573 -252

14,765 14,298 -467

69,330 31,079 -38,251

用

9,810 9,872 62

35,671 49,028 13,357

1,063,287 1,101,930 38,643

40,029 40,029 0

15,955 15,955 0

1,119,271 1,157,914 38,643

-6,093 -45,153 -39,060

※ 実態調査額をベースとした令和４年（2022年）の推定収支については次ページ参照

（１）調査結果総括表（調査対象施設の１月平均）

 事　項
項　目

備 考

1,057,966 1,053,565 -4,401

    項目
区分

収 入 金 額

入 浴 料 金

審
議
会

1,048,320

7,280

2,366

収 入 1,057,966

90.5

90.4

合 計

実
態
調
査
（

５
月
）

（

入
浴
客
数
調
査
）

1,051,830

3,640

営 業 外
55,212 59,196 3,984

1,274

収 入 1,056,744

収 益
1,113,178 1,112,761 -417

140,117 139,328 -789

保 険 料 等

旅費及び交通費

会費及び交際費

減価償却費

人
件
費

用
水
費

燃 料 費

修 繕 料

光 熱 費

消 耗 品 費

比 較
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計

資 本 報 酬

建 物 再 調 達 費

費 用 合 計

収 支 差

公 租 公 課 30,845 51,112 20,267

支 払 利 子

その他諸経費

借 損 料

備 品 費

資料１



事項 審議会基準額

項目 （R1.7）

入浴料金収入 1,057,966 1,053,565 1,053,565 1,056,744 1,056,744 1,056,744

営業外収入 55,212 59,196 59,196 59,196 59,196 59,196

収益合計 1,113,178 1,112,761 1,112,761 1,115,940 1,115,940 1,115,940

人件費 事業主 389,598 389,598 389,598 389,598 389,598 389,598

従業員 211,739 217,734 217,734 221,719 221,719 221,719

用水費 上水道料 9,489 9,340 9,340 9,414 9,414 9,414

下水道料 7,205 7,885 7,885 7,885 7,885 7,885

燃料費 140,117 139,328 164,419 164,419 164,419 161,895

光熱費 82,621 102,139 102,139 113,012 118,960 122,752

消耗品費 18,029 24,622 24,622 23,601 24,844 24,844

修繕料 21,614 20,902 20,902 20,036 21,090 21,090

借損料 10,310 13,431 13,431 13,431 13,431 13,431

備品費 4,294 8,511 8,511 8,158 8,588 8,588

保険料等 7,025 12,478 12,478 12,478 12,478 12,478

旅費及び交通費 825 573 573 544 573 573

会費及び交際費 14,765 14,298 14,298 13,583 14,298 14,298

減価償却費 69,330 31,079 31,079 31,079 31,079 31,079

公租公課 30,845 51,112 51,112 51,112 51,112 51,112

支払利子 9,810 9,872 9,872 9,872 9,872 9,872

その他諸経費 35,671 49,028 49,028 46,996 49,469 49,469

計 1,063,287 1,101,930 1,127,021 1,136,936 1,148,828 1,150,096

資本報酬 40,029 40,029 40,029 40,029 40,029 40,029

建物再調達費 15,955 15,955 15,955 15,955 15,955 15,955

費用合計 1,119,271 1,157,914 1,183,005 1,192,920 1,204,812 1,206,080

収支差 -6,093 -45,153 -70,244 -76,980 -88,872 -90,140

★収支算出方法 ○収入計算（試算Ｂ、Ｃ、Ｄ）

（重油・灯油価格） （電気価格） １日平均 営業日数 入浴料金 収入

試算Ａ 直近3ヶ月 審議会計算 大人 89.9 26 450 1,051,830

試算Ｂ 直近3ヶ月 直近3ヶ月 中人 1.0 26 140 3,640

試算Ｃ 直近3ヶ月 直近3ヶ月 小人 0.7 26 70 1,274

試算Ｄ 直近1ヶ月 直近1ヶ月 1,056,744

59,196

1,115,940

○支出（試算Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ）

基本額 係数１ 係数２ 係数３ 試算Ａ 試算Ｂ 試算Ｃ 試算Ｄ

人件費 事業主 審議会基準額 389,598 389,598 389,598 389,598 389,598

従業員 実態調査額×賃上げ率1.83%（R4年5月末） 217,734 1.0183      217,734 221,719 221,719 221,719

用水費 上水道料 実態調査額×平均上昇率0.79％(直近：H28～R2) 9,340 1.0079      9,340 9,414 9,414 9,414

下水道料 実態調査額 7,885 7,885 7,885 7,885 7,885

燃料費 重油 実態調査使用量×R4平均単価（直近3ヶ月） 879 99.11 96.18 87,118 87,118 87,118 84,542

ガス 実態調査額 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900

灯油 実態調査使用量×R4平均単価（直近3ヶ月） 65 119.40      120.20      7,761 7,761 7,761 7,813

廃油 実態調査額 53,754 53,754 53,754 53,754 53,754

廃材 実態調査額 780 780 780 780 780

その他 実態調査額 2,106 2,106 2,106 2,106 2,106

計 164,419 164,419 164,419 161,895

光熱費 102,139 16,821      20,613      0.95 102,139 113,012 118,960 122,752

消耗品費 24,622  1.009 0.95 24,622 23,601 24,844 24,844

修繕料 20,902 0.95 20,902 20,036 21,090 21,090

借損料 実態調査額 13,431 13,431 13,431 13,431 13,431

備品費 8,511 0.95 8,511 8,158 8,588 8,588

保険料等 実態調査額 12,478 12,478 12,478 12,478 12,478

旅費及び交通費 実態調査額×95% 573 0.95 573 544 573 573

会費及び交際費 実態調査額×95% 14,298 0.95 14,298 13,583 14,298 14,298

減価償却費 実態調査額 31,079 31,079 31,079 31,079 31,079

公租公課 実態調査額 51,112 51,112 51,112 51,112 51,112

支払利子 実態調査額 9,872 9,872 9,872 9,872 9,872

その他諸経費 49,028 0.95 49,028 46,996 49,469 49,469

資本報酬 審議会基準額 40,029 40,029 40,029 40,029 40,029

建物再調達費 審議会基準額 15,955 15,955 15,955 15,955 15,955

支出合計 1,183,005 1,192,920 1,204,812 1,206,080
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項目

[実態調査額＋燃料費調整額]×95%

実態調査額×物価上昇率0.9%×95%

実態調査額×物価上昇率0.9%×95%

実態調査額×物価上昇率0.9%×95%

実態調査額×物価上昇率0.9%×95%

営業外収入

収入合計

１日平均入浴客数（実測）

１日平均入浴客数（実測） 入浴料金収入

審議会計算
（ただし、経費-5%を除く）

試算Ｃ 試算Ｄ

実態調査額（書面）

参考－推定される収支について

１日平均入浴客数（実測）

収入

実態調査結果 試算Ａ 試算Ｂ

支出

燃料費のみ審議会計算で算出

審議会計算

資料１

 1.009

 1.009

 1.009



入浴料金収入
(A)

営業費用(B) 差額(A-B) 大人 中人 小人 合計

1 854,637 550,979 303,658 77.7 0.5 0.6 78.8

2 858,750 464,574 394,176 79.0 0.5 0.3 79.8

3 788,448 541,111 247,337 71.5 0.2 1.0 72.7

4 788,731 583,534 205,197 71.8 0.5 0.5 72.8

5 647,594 389,334 258,260 55.6 1.0 0.3 56.9

6 845,874 517,502 328,372 76.8 0.6 0.8 78.2

7 1,483,314 847,155 636,159 137.0 1.0 2.5 140.5

8 701,392 488,516 212,876 62.4 0.0 0.0 62.4

9 893,421 633,084 260,337 82.3 2.6 1.5 86.4

10 1,078,774 828,826 249,948 96.2 0.6 0.3 97.1

11 1,199,312 854,573 344,739 109.4 1.8 0.8 112.0

12 1,518,215 1,131,637 386,578 128.8 0.5 0.0 129.3

13 1,224,303 929,863 294,440 98.8 1.5 0.6 100.9

14 989,400 699,411 289,989 79.8 3.0 0.0 82.8

15 738,204 544,223 193,981 49.5 0.8 0.5 50.8

16 908,987 631,712 277,275 80.0 1.2 0.2 81.4

17 976,980 783,183 193,797 87.5 0.3 1.5 89.3

18 1,981,902 1,249,635 732,267 125.8 0.0 0.6 126.4

19 1,539,509 865,815 673,694 140.0 3.6 1.5 145.1

平均 1,053,565 712,332 341,233 89.9 1.0 0.7 91.6

一日平均入浴客数(人）

- 5 -

１月平均入浴料金収入及び
営業費用（事業主報酬除く）

番号

(２) １月平均入浴料金収入及び営業費用、一日平均入浴客数 資料１



160,000 58,883 112,956 135,649 80,000 128,333 318,755 101,542 94,058 270,000 239,121 452,838 338,445 218,420 250,078 130,000 299,125 450,752 298,000 217,734

6,830 3,987 4,840 3,443 7,115 3,638 8,577 15,667 7,301 19,280 19,301 48,287 88,359 8,150 23,211 1,903 13,436 27,933 16,039 17,225

営 内  上水 4,570 871 4,840 2,755 5,046 2,897 2,048 0 5,004 19,280 12,047 42,410 8,179 4,167 15,380 1,183 8,863 21,956 15,978 9,340

訳  下水 2,260 3,116 0 688 2,069 741 6,529 15,667 2,297 0 7,254 5,877 80,180 3,983 7,831 720 4,573 5,977 61 7,885

31,438 106,275 96,531 279,066 113,620 234,600 67,080 186,876 262,129 170,620 190,060 336,982 90,084 40,464 54,852 133,930 128,756 73,080 51,040 139,328

114,931 72,534 126,775 85,315 30,219 65,000 79,069 39,240 58,812 152,153 74,581 54,908 154,211 203,362 85,815 83,312 111,651 247,510 101,248 102,139

業 28,714 37,316 16,124 3,690 24,958 12,385 30,631 8,380 14,550 29,177 36,886 17,456 25,068 25,284 16,502 21,477 29,856 57,865 31,506 24,622

5,595 17,691 25,070 12,210 9,430 1,494 111,604 25,574 1,009 1,100 31,410 14,631 20,247 11,771 18,933 28,176 23,394 22,899 14,909 20,902

0 30,000 0 0 0 0 125,000 0 0 0 38,000 0 12,189 0 0 0 0 0 50,000 13,431

331 4,748 14,515 0 366 675 25,841 0 8,882 7,846 1,481 28,814 0 2,829 3,300 2,889 10,618 25,407 23,173 8,511

費 5,130 5,257 1,333 1,298 16,298 3,993 8,408 6,008 25,738 13,563 7,230 12,418 9,809 14,652 1,768 40,398 22,669 22,119 19,010 12,478

0 55 0 0 0 0 0 0 0 6,918 2,174 1,000 0 0 0 0 0 0 750 573

12,625 12,879 12,920 12,654 13,845 14,714 15,245 24,658 15,087 31,201 15,745 17,597 10,944 9,695 10,283 12,077 8,067 10,179 11,254 14,298

65,085 2,220 17,679 22,842 0 4,878 2,512 16,100 26,358 14,573 49,858 68,409 39,375 51,975 16,267 19,871 43,840 51,477 77,181 31,079

用 44,043 57,566 59,308 4,808 41,359 29,144 0 43,033 78,302 55,900 82,366 19,083 58,831 90,416 16,317 44,858 79,640 87,659 78,500 51,112

42,104 0 0 3,391 1,473 0 6,900 0 3,210 0 13,072 0 46,447 0 0 0 0 14,607 56,370 9,872

34,153 55,163 53,060 19,168 50,651 18,648 47,533 21,438 37,648 56,495 53,288 59,214 35,854 22,393 46,897 112,821 12,131 158,148 36,835 49,028

550,979 464,574 541,111 583,534 389,334 517,502 847,155 488,516 633,084 828,826 854,573 1,131,637 929,863 699,411 544,223 631,712 783,183 1,249,635 865,815 712,332

平均12 1713 18 1914 15 16

15　その他諸経費

12　減価償却費

８　備品費

14　支払利子

10721 6施設別
   項　目

１　人件費

２　用水費

９　保険料

9 11

（３）月間営業費用内訳表（事業主報酬を除く）（総括表）

- 6 -

11　会費交際費

３　燃料費

5 843

５　消耗品費

４　光熱費

合計

13　公租公課

10　旅費交通費

６　修繕料

７　借損料

資料１



（４）ア　月間燃料費

数量 単価 平均月額 数量 単価 平均月額 数量 単価 平均月額 数量 単価 平均月額 数量 単価 平均月額 数量 単価 平均月額

1 208 79 16,432 0 0 0 2 97 194 0 0 0 92 161 14,812 0 0 0 31,438

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,725 39 106,275 0 0 0 0 0 0 106,275

3 83 71 5,893 0 0 0 82 97 7,954 2,167 38 82,346 0 0 0 2 169 338 96,531

4 2,958 77 227,766 150 342 51,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279,066

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,208 50 110,400 0 0 0 20 161 3,220 113,620

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,692 50 234,600 0 0 0 0 0 0 234,600

7 0 0 0 0 0 0 255 96 24,480 852 50 42,600 0 0 0 0 0 0 67,080

8 2,848 59 168,032 0 0 0 112 82 9,184 0 0 0 0 0 0 60 161 9,660 186,876

9 4,101 59 241,959 0 0 0 71 80 5,680 0 0 0 0 0 0 90 161 14,490 262,129

10 0 0 0 0 0 0 146 95 13,870 1,650 95 156,750 0 0 0 0 0 0 170,620

11 0 0 0 88 290 25,520 0 0 0 1,732 95 164,540 0 0 0 0 0 0 190,060

12 3,634 83 301,622 0 0 0 340 104 35,360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336,982

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,820 31 87,420 0 0 0 18 148 2,664 90,084

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,189 30 35,670 0 0 0 34 141 4,794 40,464

15 653 84 54,852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,852

16 1,292 84 108,528 72 290 20,880 38 119 4,522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133,930

17 931 84 78,204 79 290 22,910 192 119 22,848 0 0 0 0 0 0 34 141 4,794 128,756

18 0 0 0 252 290 73,080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73,080

19 0 0 0 176 290 51,040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51,040

平均 879 72 63,288 43 300 12,900 65 100 6,500 1,054 51 53,754 5 161 780 13 162 2,106 139,328

- 7 -

施設別
平均月額

番号
Ａ重油 ガス 灯油 廃油 その他廃材

資料１



イ 消耗品費 ウ 修繕料

品名 年額（平均） 例 品名 年額（平均）

掃除用具 44,037 竹ほうき・庭ほうき・ﾁﾘﾄﾘ・座敷ほうき等 内釜 296

事務用品 4,870 文房具 元釜 5,505

衛生用品 36,545 トイレットペーパー、ティッシュ等 バーナー 4,979

化粧用品 43,463 石鹸、シャンプー、リンス等 温水器 38,038

作業着 5,535 つなぎ、軍手、長靴 温度調節器 5,279

消火器 0 ろ過器 13,407

洗剤類 39,751 磨粉・粉石けん・洗剤 廃油燃焼器 3,373

計器類 1,269 温度計、水位計、寒暖計 煙突 0

か　ご 81 塩素滅菌器 0

ござ・マット 6,537 水配管関連部品 36,883

照明器具 5,912 電球・蛍光灯 施設内装 18,377

殺虫剤 270 シャワー 2,517

消毒剤 18,155 さらし粉、次亜塩素酸Ｎａ溶液、アルコール カラン 3,793

ろ過用材 868 けい藻土・ろ過剤・硫酸ばん土 ポンプ 13,115

錆缶材 0 家　具 801

入浴剤 62,772 建　具 7,173

電子機器 122 電化製品 6,676

すのこ 1,985 電気配線 41,461

防犯関係装置 0 トイレ 11,003

高齢者等に配慮した
物品(杖・ｼｬﾜｰﾁｪ
ｱｰ・滑り止めﾏｯﾄ)

3,117 杖・ｼｬﾜｰﾁｪｱｰ・滑り止めﾏｯﾄ 水・重油タンク 1,947

その他 20,184 自動車 8,568

合計 295,474 畳表替 0

火災報知器 4,574

高齢者等に配慮した器具等の修繕 0

その他 23,071

合計 250,835

- 8 -

資料１



エ 備品費 キ 減価償却費

品名 年額（平均） 品名 年額（平均）

電化製品（テレビ、パソコ
ン、冷蔵庫等）

9,408 (１) 家屋 3,081

照明器具 28,337 (２) 元釜 62,518

掃除用器具 1,494 (３) 重油バーナー 1,377

時　計 0 (４) ろ過機 10,272

ドライヤー 2,990 (５) 滅菌機 0

工具 0 (６) 温水器 7,816

家具（イス、テーブル等） 4,308 (７) 元釜槽 0

暖房器具 5,435 (８) 暖房機 0

消火器 0 (９) 水槽 726

鏡 0 (10) 浴槽 0

防犯関係機材 0 (11) タイル 0

あんま・マッサージ器 0 (12) 配管カラン 0

展示物 0 (13) 煙突 7,898

高齢者等に配慮した備品 9,078 (14) 井戸ポンプ 4,775

その他 41,090 (15) 火災報知器 0

合計 102,140 (16) モーター 2,880

(17) 貯湯槽 0

オ 会費及び交際費 (18) 自動車 73,933

区分 年額（平均） (19) 温度調節器 0

(１) 公衆浴場組合費 147,676 (20) 超音波装置 0

(２) 町内会費 6,099 (21) 内釜 48,955

(３) 商工会費 3,026 (22) 自動販売機 0

(４) 防犯協会費 368 (23) ラドン設備 0

(５) 食品衛生協会費 653 (24) 脱衣場ロッカー 0

(６) 青色申告会費 342 (25) 電気浴機 0

(７) その他会費 13,421 (26) 高齢者向け配慮物品 0

(８) 交際費 0 (27) サウナ他 148,719

合計 171,586 合計 372,951

カ 公租公課 ク 借入・支払利子

区分 年額（平均） 区分 金額

(１) 事業税 24,000 （１）借り入れ件数 1

(２) 固定資産税 112,446 （２）借入残高 6,704,602

(３) 都市計画税 13,700 （３）支払利子　年額 118,471

(４) 自動車税 11,504 平均月額 9,872

(５) 軽自動車税 2,689

(６) 消費税 449,012

合計 613,352

- 9 -

資料１



ケ その他諸経費

区 分

物品仕入

除雪費

経理関係費

通信費

広告宣伝費

自動車関係費

駐車場使用料

検査料

清掃関係費

新聞・雑誌購読料

機械器具リース料

厚生費

その他

合計

- 10 -

年額（平均）

180,884

3,901

145,775

50,561

11,226

4,137

323

7,852

114,226

24,662

8,589

229

35,982

588,346

備  考

資料１



(５) 資本及び建物の価格

番 号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

計

730,821

資本額

-3,194,087

55,494,171

0

3,956,708

-5,510,723

-24,971,356

-23,050,430

19,061,643

40,332,343

0

-17,640,000

8,622,860

1,254,011

2,400,000

建物の価格

545,900

1

0

4,548,828

1

18,326,980

0

1

20,077,977

1,873,502

135,849

1,160,136

67,849,598

- 11 -

4,235,969

1

683,104

0

1,708,796

12,152,553

0

-7,599,821

11,152,128

1,893,195

32,925,218

93,456,681

資料１



飲食物販売 物品販売

（ジュース、牛乳、
アイス等）

（石鹸、シャン
プー、タオル等）

うちコロナ関係

1 400,617 40,061 41,970 40,000 0 100,000 100,000 3,835 0 48,097

2 264,000 154,000 0 0 0 40,480 0 0 0 0

3 606,537 53,463 0 0 0 0 0 0 0 0

4 528,870 244,730 12,040 0 0 40,480 0 0 110,000 138,419

5 351,240 102,240 12,040 0 0 40,480 0 0 0 0

6 139,029 3,226 20,580 0 0 0 0 0 0 0

7 594,551 31,265 0 0 0 100,000 100,000 0 0 107,265

8 25,293 55,639 0 0 0 113,200 0 0 0 0

9 0 46,336 0 0 0 406,200 300,000 6,000 0 124,757

10 422,249 114,360 0 0 0 36,702 0 0 0 235,840

11 319,038 47,855 0 85,200 0 214,500 0 0 0 694,657

12 542,105 113,799 0 28,400 0 0 0 0 0 136,914

13 314,875 134,947 18,950 0 0 0 0 98 0 22,000

14 1,122,810 0 78,580 0 0 125,000 87,000 0 0 157,764

15 576,670 230,668 0 0 0 0 0 0 0 311,117

16 89,872 22,468 0 0 0 0 0 3,689 0 217,350

17 218,516 11,700 0 0 0 61,072 0 30,122 0 140,660

18 226,033 30,578 26,550 0 0 0 0 120 0 524,110

19 519,022 0 0 0 0 0 0 0 0 142,886

平均 382,175 75,649 11,090 8,084 0 67,269 30,894 2,308 5,789 157,991

(６) 営業外収入（年額（平均））

- 12 -

番号 その他ドライヤー使用料 あんま器使用料 広告料 利息・配当金等 賃貸料

公的助成費

資料１



資料２

Ａ 重 油 価 格 表

北 海 道 保 健 福 祉 部



（円）

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

64.80 64.80 64.80 64.80 64.80 77.00 84.70 84.70 84.70 92.40 97.90 97.90 97.90 97.90 104.50 104.50 97.90 97.90

64.80 64.80 64.80 64.80 64.80 77.00 84.70 84.70 84.70 92.40 97.90 97.90 97.90 97.90 104.50 104.50 97.90 97.90

58.32 58.32 58.32 68.04 68.04 81.4 88.00 88.00 88.00 88.00 95.70 101.20 101.20 101.20 107.80 107.80 101.20 101.2

68.04 68.04 68.04 68.04 68.04 72.26 73.26 73.26 73.26 73.26 80.96 80.96 80.96 80.96 87.56 87.56 87.56 80.96

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

65.88 65.88 65.88 65.88 65.88 79.20 86.90 86.90 86.90 94.60 94.60 100.10 100.10 100.10 106.70 106.70 99.50 99.50

76.60 78.30 80.80 79.90 78.80 97.90 99.00 99.00 99.00 100.50 109.50 107.00 106.50 112.50 115.50 112.20 - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

64.80 64.80 64.80 64.80 64.80 77.00 84.70 84.70 84.70 92.40 97.90 97.90 97.90 97.90 104.50 104.50 97.90 97.90

64.80 64.80 64.80 64.80 64.80 77.00 84.70 84.70 84.70 92.40 97.90 97.90 97.90 97.90 104.50 104.50 97.90 97.90

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

66.01 66.22 66.53 67.63 67.50 79.85 85.75 85.75 85.75 90.75 96.55 97.61 97.55 98.30 104.45 104.03 97.12 96.18

税込価格

平均

令和4年6月20日提出

（北海道公衆浴場業生活衛生同業組合）

令和３年 令和４年

Ａ　重　油　価　格　表

釧　路

根　室

帯　広

岩見沢

滝　川

旭　川

稚　内

北　見

網　走

支部・
組合名

札　幌

小　樽

函　館

室　蘭

苫小牧

年月

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

調 査 対 象 期 間

資料２



資料３

全国公衆浴場入浴料金統制額一覧表

及び

北海道入浴料金の推移

北 海 道 保 健 福 祉 部



大人 中人 小人 洗髪
北海道  R1.10. 1 450 140 70 0 大人440、中人140、小人70 前料金 H26. 8.11
青　森 H28. 3. 1 450 150 60 0 大人420、中人150、小人60 前料金 H20.10.20
岩　手  R2. 4. 1 450 150 70 0 大人430、中人150、小人70 前料金 H27. 1. 1
宮　城 H27. 4. 1 440 140 80 0 大人400、中人140、小人80 前料金 H19. 4. 1
秋　田 H31. 1. 1 460 130 90 0 大人360、中人130、小人90 前料金 H12. 4. 1
山　形  H7. 4. 1 300 120 80 0 大人250、中人100、小人60、洗髪50 前料金  H4. 7. 1
福　島 H30. 4. 1 450 150 90 0 大人400、中人150、小人90 前料金 H19．9．1
茨　城 H10. 3. 1 350 130 70 0 大人300 前料金  H5. 3.30
栃　木 H26. 7.15 420 180 90 0 大人390、中人150、小人80 前料金 H19. 8.24
群　馬 H26. 9. 1 400 180 80 0 大人360、中人150、小人70 前料金  H9.12. 1
埼　玉  R2. 4. 1 450 180 70 0 大人430、中人180、小人70 前料金 H26.10. 1
千　葉  R1.10. 1 450 170 70 0 大人430、中人170、小人70 前料金 H26. 4. 1
東　京  R3. 8. 1 480 180 80 0 大人470、中人180、小人80 前料金 H26. 7. 1
神奈川  R2. 9. 1 490 200 100 0 大人470、中人200、小人100 前料金 H26. 9. 1
新　潟  R2. 4. 1 440 150 70 0 大人420、中人140、小人70 前料金 H26. 1. 1
富　山  R1.10. 1 440 140 60 0 大人420、中人130、小人60 前料金 H26. 8.20
石　川  R2. 3. 1 460 130 50 0 大人440、中人130、小人50 前料金 H26. 8. 1
福　井  R2. 4. 1 450 150 60 0 大人430、中人150、小人60 前料金 H26.11.20
山　梨  R1.12. 1 430 170 70 0 大人400、中人170、小人70 前料金 H21. 2. 1
長　野 H26. 3. 1 400 150 70 0 大人380、中人150、小人70 前料金 H19. 1. 1
岐　阜  R1.10. 1 460 150 70 0 大人420、中人150、小人70 前料金 H26. 4. 1
静　岡  R1.10. 1 450 180 90 0 大人400、中人160、小人80 前料金 H26. 4. 1
愛　知  R4. 4. 1 460 150 70 0 大人440、中人150、小人70 前料金 H31. 4. 1
三　重  R3. 1. 1 440 150 70 0 大人400、中人150、小人70 前料金 H26.11.28
滋　賀  R2. 5. 1 450 150 100 0 大人430、中人150、小人100 前料金 H26. 9. 1
京　都 H26. 8. 1 430 150 60 0 大人410、中人150、小人60 前料金 H20. 8. 1
大　阪  R3. 8.25 490 200 100 0 大人450、中人150、小人60 前料金  R1.10. 1
兵　庫  R1.10. 1 450 160 60 0 大人430、中人160、小人60 前料金 H30. 4．1
奈　良  R1.10. 1 440 160 80 0 大人420、中人150、小人80 前料金 H26. 4. 1
和歌山  R1.10. 1 440 150 80 0 大人420、中人140、小人80 前料金 H21. 2. 1
鳥　取  R3. 4. 1 450 150 80 0 大人400、中人150、小人80 前料金 H26. 4. 21
島　根 H17. 9. 6 350 130 70 0 大人300、中人130、小人70 前料金  H8. 3. 8
岡　山  R1.10. 1 430 160 70 0 大人420、中人160、小人70 前料金 H27.11.30
広　島  R1.10. 1 450 200 100 0 大人430、中人150、小人70 前料金 H27. 9. 1
山　口  R4. 5. 1 450 150 80 0 大人420、中人150、小人80 前料金 H27.12. 1
香　川 H27.12. 1 400 150 60 0 大人360、中人150、小人60 前料金 H20.10. 1
愛　媛 H26. 9. 1 400 150 60 0 大人360、中人150、小人60 前料金 H20. 4. 1
徳　島 H26.12. 1 400 150 70 0 大人360、中人150、小人70 前料金 H20. 4. 1
高　知 H26.12. 1 400 150 60 0 大人360、中人150、小人60 前料金 H20. 7.15
福　岡  R1.10. 1 450 180 70 0 大人440、中人180、小人70 前料金 H21. 2.16
長　崎 H19. 3.15 350 150 80 0 大人300、中人150、小人80 前料金  H9.11.10
佐　賀  H8. 2.15 280 130 80 50 大人230、中人100、小人50 前料金  H2. 3. 1
大　分 H19. 1.12 380 150 70 0 大人300、中人140、小人70 前料金  H5.12. 1
熊　本 H26.12. 1 400 150 80 0 大人360、中人120、小人60 前料金 H19. 2. 1
宮　崎 H20. 2. 1 350 130 60 0 大人300、中人130、小人60 前料金  H5. 4. 1
鹿児島  R1.10. 1 420 150 80 0 大人390、中人150、小人80 前料金 H24.10. 1
沖　縄 H18. 2.11 370 170 100 0 大人200、中人100、小人70、洗髪30 前料金 S55.11. 4
中央値 440 150 70 0

全国公衆浴場入浴料金統制額一覧表　(R4.6.1時点)

※ 料金別内訳

都道府県 施行年月日
入　浴　料　金

改　定　前　料　金 備 考

490 2 200 3 100 5
480 1 190 0 90 4
460 4 180 6 80 12
450 14 170 3 70 16
440 6 160 3 60 9
430 3 150 22 50 1
420 2 140 3 計 47
400 7 130 6
390 0 120 1
380 1 計 47
370 1
350 4
300 1
280 1
計 47

大人 中人 小人
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北海道入浴料金の推移 （単位：円、小数点以下：銭）

改定年月日 大　人 中　人 小　人 婦人洗髪料 乳幼児 備 考

昭和 4. 6.10 0.05 0.03 大人：15歳以上　小人:14歳以下

13. 5. 1 0.06 0.04 0.03

    13.11.11 0.06 0.03

15. 6. 1 0.06(0.07) 0.03(0.04) 0.02(0.03) （　）は市部

19. 2. 2 0.08 0.03 0.03 0.10

　　19.12. 8 0.10 0.05 0.15

20. 8. 3 0.12 0.07 0.20

　　20.12.10 0.40 0.25 0.50

21. 4. 7 0.60 0.50 0.80

　　21.12.21 1.00 0.80 1.50

22. 3.14 1.50 1.00 2.00

22. 7. 9 3 1 1

　　22.10. 1 4 2 3

23. 3.17 5 3 5

23. 7.29 10 8 5 10

　　23.12.10 12 10 5 12

　　24.11. 1 13 10 6.50 12

25. 5. 1 12 8 5 12

26. 5. 1 13 10 6 12

　　26.12.27 15 12 7 12

27. 5. 1 14 12 7 12

　　32.10. 1 15 12 7 12 大人：12歳以上　中人：6～12歳　小人:6歳未満

　　32.12.28 15 12 7 10

33. 5. 1 16 13 7 10

35. 7.27 17 14 7 10

37. 2.26 19 15 8 10

39. 1.26 23 15 8 10

41. 1. 8 28(36) 15(20) 8(10) 8(10) （　）は離島

43. 4. 1 33(37) 17(19) 8(9) 5(6)

45. 6.20 33(48) 20(25) 10(13) 3(4)

47. 4. 1 46(55) 20(25) 10(13) 0(0)

48. 7.27 62(80) 20(25) 10(13) 0(0)

49. 1.18 70(90) 25(35) 15(20) 0(0)

49. 6.16 90 45 20 0 離島料金廃止

50. 6.10 115 60 30

51. 6.10 135 70 35

52. 6.15 155 80 40

53. 6.20 165 85 40

54. 6.28 180 95 45

　　54.11.26 190 95 45

55. 6. 9 220 100 50

56. 6.22 230 110 60

57. 6.15 240 120 60

59. 8.11 250 120 60

61. 7.25 260 120 60

平成元. 9. 1 280 120 60

3. 8. 1 300 140 70

5. 8. 1 320 140 70

7. 9. 1 340 140 70

9. 8. 1 360 140 70

13. 9. 1 370 140 70

　　17.10. 1 380 140 70

18. 4.15 390 140 70

20. 8.11 420 140 70

26. 8.11 440 140 70

令和元.10. 1 450 140 70

資料３



資料４

令和元年度答申書の写し
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答 申 書

北海道公衆浴場入浴料金審議会
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令和元年（ 2019年）８月９日

北海道知事 鈴木 直道 様

北海道公衆浴場入浴料金審議会

会 長 大原 昌明

公衆浴場入浴料金の統制額について（答申）

令和元年（ 201 9年 ）７月 10日 付け食衛第 518号 で諮問のありましたこ

のことについて、慎重に審議した結果、次のとおりとすることが適当で

あると認めたので、答申します。

記

区 分 答 申 額 現 行 額

大人（１２歳以上の者） ４５０円 ４４０円

中人（６歳以上１２歳未満の者） １４０円 １４０円

小人（６歳未満の者） ７０円 ７０円
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近年では、自家風呂の普及が進み、道内の公衆浴場の利用者数は年々

減少傾向にある。また、光熱費の値上げ、施設・設備の老朽化に伴う改

修費用の増加などで、その経営環境は一層厳しさを増しており、施設数

は減少の一途を辿っている。

こうした中、本審議会では知事からの諮問を受け、公衆浴場が衛生的

で快適なサービスを提供できる、その適正な入浴料金について審議し、

現状における厳しい経営環境や本年１０月の消費税率引き上げによる影

響等をかんがみた結果、入浴料金の値上げはやむを得ないとの認識で一

致した。

一方で、公衆浴場を利用する地域住民の家計についても、同様に消費

税率改定等による影響を受けることが予想され、入浴料金の値上げがも

たらす家計への負担を考慮し、値上げ幅を極力抑えることが必要である

と判断した。そのため、公衆浴場業界においては、これまでも経営の改

善等に努めてきたところであるが、引き続き、経営努力により営業経費

を節減していくとともに、事業主の人件費を据え置く方針とした。

その結果、入浴料金は、大人料金を４４０円から４５０円に改定し、

中人料金及び小人料金は現行どおり据え置くことが適当であるとの結論

に達した。

なお、今後、社会情勢の変化や、それに伴う物価の上昇等が更なる経

営の圧迫をもたらすこととなった場合には、改めて適正な入浴料金の検

討が必要である。
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公衆浴場は、地域の住民、特に自家風呂を持たない人々の日常生活に

欠くことのできない施設であり、多くの人に入浴の機会を提供すること

で地域の保健衛生水準を維持するだけでなく、世代をこえた交流の場と

して、住民の心身の健康増進等に大きく寄与している。「公衆浴場の確

保のための特別措置に関する法律」においては、このような公衆浴場が

担う役割の重要性にかんがみ、地方公共団体に対し、公衆浴場の活用に

適切な配慮をすること、また、公衆浴場経営者に対し、地方公共団体の

施策に協力することを規定している。

本審議会としては、公衆浴場が住民にとって不可欠な存在であり、安

全で良質なサービスの提供とともに、公衆浴場が担う社会的役割の重要

性から安定した経営の継続が必要と考え、公衆浴場業界に対し、サービ

ス内容の積極的なＰＲ等により、引き続き、利用客数の減少防止及び入

浴需要の増加に努めることとともに、経費節減を図る効果的な方策につ

いてより一層の検討を求めたい。

道に対しては、「公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律」の

趣旨に沿い、国及び市町村と連携を保ちながら、公衆浴場の経営の安定

及び利用機会の確保に向け、社会動向の変化や公衆浴場が地域に密接し

たものであることを十分認識し、施策を講ずるよう求めたい。

併せて、公衆浴場営業者が直面している厳しい経営環境を考慮し、入

浴料金改定を早期に施行するよう求めたい。



参 考 資 料

〇関係法令（抜粋）

〇平成元年７月31日付け答申書

〇平成９年６月９日付け答申書

〇平成17年８月22日付け答申書

〇平成20年７月18日付け答申書

〇平成26年７月18日付け答申書

北 海 道 保 健 福 祉 部



関係法令（抜粋）

○物価統制令（昭和21年３月３日勅令第118号）
第４条 主務大臣物価ガ著シク昂騰シ又ハ昂騰スル虞アル場合ニ於テ他ノ措置ニ依リテハ価
格等ノ安定ヲ確保スルコト困難ト認ムルトキハ第七条ニ規定スル場合ヲ除クノ外政令ノ定
ムル所ニ依リ当該価格等ニ付其ノ統制額ヲ指定スルコトヲ得

○物価統制令施行令（昭和27年７月31日政令第319号）
第11条 次に掲げる主務大臣の職権に属する事務は、主務大臣において都道府県知事が処分
する旨を定めた価格等については、都道府県知事が行う。
一 令（物価統制令）第３条第１項但書の規定による許可

二 令第８条ノ２但書の規定による別段の定及び許可
２ （略）
３ （略）
４ 第１項各号に掲げる主務大臣の職権及び令第４条の規定による指定は、主務大臣におい
て地方行政機関の長が処分する旨を定めた価格等については、地方行政機関の長が行う。

附 則
第４項 国民生活安定緊急措置法（昭和48年法律第121号）附則第４条の規定により従前の例
によることとされている統制額の指定のうち、地方分権の推進を図るための関係法律の整
備等に関する法律の施行に伴う経済企画庁関係政令の整備に関する政令（平成11年政令第3
73号）の施行の際同令による改正前の第11条の規定に基づき主務大臣において都道府県知

事が処分する旨を定めている価格等に係るものについては、都道府県知事が行うこととす
る。

【改正前】
第11条 左の各号に掲げる主務大臣の職権は、主務大臣において地方行政機関の長又は

都道府県知事が処分する旨を定めた価格等については、それぞれ地方行政機関又は都
道府県知事が行う。
一 令（物価統制令）第３条第１項但書の規定による許可
二 令第４条の規定による指定
三 令第８条ノ２但書の規定による別段の定及び許可

○国民生活安定緊急措置法（昭和48年12月22日法律第121号）
附 則
第４条 この法律の施行の際改正前の物価統制令第４条の規定により統制額の指定されてい
る価格等に係る統制額の指定については、当分の間、改正後の同条の規定にかかわらず、
なお、従前の例による。

○公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令（昭和32年９月12日厚生省令第38号）
物価統制令（昭和21年勅令第118号）第四条及び物価統制令施行令（昭和27年政令第319号）

第11条の規定に基き、並びに物価統制令を実施するため、公衆浴場入浴料金の統制額の指定

等に関する省令を次のように定める。
（公衆浴場入浴料金）
第１条 公衆浴場入浴料金は、国民生活安定緊急措置法（昭和48年法律第121号）附則第４条
の規定によりなお従前の例によることとされている統制額の指定をすることができる価格
等とする。

２ 前項の公衆浴場入浴料金の区分は、次のとおりとする。

一 12才以上の者についての入浴料金
二 ６才以上12才未満の者１人についての入浴料金
三 ６才未満の者１人についての入浴料金

（都道府県知事による統制額の指定）
第２条 都道府県知事は、物価統制令施行令（昭和27年政令第319号）附則第４項の規定に基

づき、前条第１項に規定する公衆浴場入浴料金につき、その統制額を指定するものとする。
この場合においては、前条第２項の規定にかかわらず、同項に規定する公衆浴場入浴料金
の区分として、年齢その他必要な事情を考慮して、入浴者の洗髪についての料金の区分を
設けることができる。
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